
2020年4月1日現在（太田市）

定期 任意 ワクチン名
生　／
不活化 備               考

◎Ⅱ期：9歳以上13歳未満（7歳半～9歳の間は定期接種有りません。）

　　★標準は小学校4年生

◎特例定期接種（救済制度）

　【平成7年4月2日～平成21年10月1日に生まれた人】/ただし、２０歳未満。

　　※計４回のワクチン接種を受けていないあるい、は完了していない人。

　　★20歳未満の場合【特例措置】の対象になります。ご相談ください。

◎Ⅱ期：11歳以上13歳未満。

　　★標準は小学校6年生

●  ・MR／麻しん・風しん 生 ◎麻しん／風しんワクチンをまだ1回しか受けていない人は２回目を接種した方がよいと思います。

●  ・水ぼうそうワクチン 生 ◎１歳すぎれば可、成人も接種可能。（3歳の誕生日を迎えると任意接種となります）

●  ・おたふく風邪ワクチン 生 ◎１歳すぎ、成人も接種可能。

＜定期接種として実施の場合＞

◎12歳になる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子。

　　　★標準は13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間。

●
 ・子宮頸がんワクチン
（ 当院実施不可　）

不活●

　現在、7歳半～20歳未満 ①

● ・二種混合ワクチン 不活●

不活・日本脳炎ワクチン●●


